
令和 5年 12月 18日 (月 )午後 4時 0分から午後 5時 5分 までの間

美唄警察署 大会議室

委員 6名 警察署 2名3出 席 者
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令和 5年度第 3 美唄警察署協議会議事概要日

次第

(1)会長挨拶
本 日は、大変な大雪の中、また、師走でお忙 しいところお集まり頂きありがとうござい

ます。
私の 6年前の経験談でございますが、本 国のように大雪で、何度除雪してもス トーブの

排気 国が埋まる日でした。
そんな日、私の88歳 の叔母が道路で転倒 し、起き上がれなくなったことがありました。
同じ日に、道路で倒れている高齢のおばあちゃんがお り、その方もずっと大雪の中起き

上がれず、 1時間以上雪を被っていたそ うです。
先に発見していた人が119番通報 していたため、結果はわかりませんが、救急車に運ばれ

ていきました。
大雪が降ると思い出す経験でございます。
本 日は 1時間程度の予定でございますが、よろしくお願いします。

(2)署長挨拶

本 日は、年末のお忙 しいところ、また、大雪でお足元も悪い中、お集まり頂きありがと
うございます。
美唄署に来て、春、夏、秋 と経験をさせていただき、様々な経験をさせていただいて

るところであり、秋があっとい う間に終わり、冬が来たと思えば大雪を迎え、 3月 まで
の雪と戦 うのかと思 うと、美唄市は雪が多いなと改めて感 じているところであり、スコ

プの常備など日頃からの準備が大切で、警察活動では、道路管理者 との連携が大事だと

い

管内治安情勢等の説明

犯罪情勢
・ 刑法犯認知・検挙状況
・ 検挙事件等概要

交通情勢
。 交通事故発生状況
・ 交通事故概要

美唄警察署の取組の紹介

質疑応答

○ 美唄警察署の取組について

委  員) 大型飲酒検間とは何か。
署  長) 大型飲酒検間とは、通行する車両を全車停止 させ、飲酒検間を実施するこ
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とです。
○ 在宅検挙について

委  員) 在宅検挙と聞いて、検挙イコール逮捕 とい う認識だったのですが、在宅検

挙とはどういった時に在宅になるのでしょうか。

署  長) 一般的に、逮捕は裁判官に令状を請求して、令状が出れば逮捕状を執行 し

て逮捕 します。
ですが、全ての事件に令状が出るわけではなく、逃走のおそれや証拠隠滅

のおそれなど、様々な要件があっての話です。

全てではありませんが、初犯であったり、逃走や証拠隠滅のおそれがなく、

出頭に応 じると判断されれば、在宅事件 として取 り扱 うことがあります。

〇 少年の逮捕事案について

委  員) 検挙情報の中に少年の逮捕がありましたが、少年に前科がついて今後に影

響が出るのではないか。

署  長) 逮捕イコール少年に前科が残るわけではなく、成人でも不起訴や嫌疑不十

分となれば前科はつきません。
また、少年の場合は新聞やニュースに氏名がでないため、ネットで調べる

ことはできないと思います。
〇 整備不良車に対する取締 りについて

委  員) 本L幌で、タイヤが外れて子供が意識不明の重体になっている事件があると

思 うが、整備不良車両を取 り締まることはできないのでしょうか。

署  長) 整備不良車両は、車検に通らない車のことを言います。
ライ トやウインカーが切れていればすぐに対応することはできるが、リフ

トアップやフェンダーからタイヤがはみ出している車両については、計測す
る必要があるため、その場で対応することは難 しいです。

具体的な対応については、後 日回答を郵送で送らせて頂きます。
〇 詐欺について

委  員) ネ ット通販サイ トのアマゾンなどで、詐欺被害があった りするが、一つの

業者が連絡をしているのか。それとも複数の業者が連絡をしているのか。
まだ行為者が捕まっていないためはっきりとはわか りません。
ですが、連絡は特定の人に送る場合もあるかもしれませんが、基本的には

ランダムで一斉に送っていることが多いです。

○ 雪道の自転車運転手について

委  員) 自転車が雪山の影響で車道のセンターライン付近を走行 している方が見受

署  長)

けられますが、何か対応はできないのでしょうか。

雪山は道路管理者が対応 しますので、連携 していければと思ってお ります。

自転車は、軽車両として左側端に沿って車道を走行 しているのであれば、

取締 り等の対応は難 しいと思いますが、専務員 とも協議 し、後 日回答を郵送

で送 らせて頂きます。

(5)諮問

○ サイバーセキュリティについて

副 署 長) 第 3回協議会開催前にサイバーセキュリティについて諮問をさせて頂きま

す。
パワーポイン トを用いて

。 テクニカルサポー ト詐欺
。 マルウェア
・ フィッシング

について説 明
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各委員に警察署協議会委員としての地位 と関係法令に抵触する行為等について周知 した。

6 事務連絡

5 次回開催予定

次回開催予定を来年 3月 頃 とし、諮問事項については、事前に配布 していた用紙に意見要

望等を記載 していただき、次回開催までに返信用封筒で返信 していただくよう依頼。


